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(57)【要約】
【課題】省スペース化することができ、限られた幅しか
ないスペースに載置された場合でも使い勝手が良く、ま
た、開いた扉が邪魔にならない仏壇を提供する。
【解決手段】前面が開口した箱形状を有する仏壇であっ
て、該前面の一側にその一端が回動自在に固定され、該
前面の開口を開閉する少なくとも１枚の扉と、前記扉を
前記仏壇の側面に当接するまで回動させるように支持す
る軸蝶番とを備えてなる。
【選択図】図２
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
前面が開口した箱形状を有する仏壇であって、
該前面の一側にその一端が回動自在に固定され、該前面の開口を開閉する少なくとも１枚
の扉と、前記扉を前記仏壇の側面に当接するまで回動させるように支持する軸蝶番とを備
えた仏壇。
【請求項２】
前記扉には磁石が固定され、前記仏壇の前面には該磁石と吸着しあう磁石が固定され、前
記側面にも前記扉の磁石と吸着しあう磁石が固定されてなる請求項１記載の仏壇。
【請求項３】
前記扉には磁石が固定され、前記仏壇の前面には該磁石に吸着される磁性体が固定され、
前記側面にも前記扉の磁石に吸着される磁性体が固定されてなる請求項１記載の仏壇。
【請求項４】
前記扉には磁性体が固定され、前記仏壇の前面には該磁性体を吸着する磁石が固定され、
前記側面にも前記扉の磁性体を吸着する磁石が固定されてなる請求項１記載の仏壇。
【請求項５】
前記少なくとも１枚の扉が、前記仏壇の前面の一側にその一端が回動自在に固定された小
扉と、該小扉の少なくとも一方の他端側に隣接するように回動自在に接続された少なくと
も１枚の小扉とから構成されたものである請求項１～４のいずれか１項に記載の仏壇。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は仏壇に関し、より詳細には、室内に載置される、あるいは室内壁に掛けられる
仏壇に関する。
【背景技術】
【０００２】
　仏壇は、床や棚上などに載置されたり、壁に掛けられるなどして室内に配置されるもの
である。しかし、観音開き式扉のように左右に開閉する扉を有する仏壇は、扉を開くため
のスペースを必要とする。特に、限られた幅しかないスペースに仏壇が載置された場合、
扉を開きにくく、使い勝手が良くないという問題があった。また、壁掛け式の仏壇の場合
、開いた扉が邪魔になるという問題があった。
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００３】
　本考案は、上記従来の問題に鑑みてなされたものであり、仏壇の側面に扉を着脱自在に
固定できるように構成することにより、扉を開いたときに省スペース化することができ、
限られた幅しかないスペースに載置された場合でも使い勝手が良く、また、開いた扉が邪
魔にならない仏壇を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本考案の仏壇は、前面が開口した箱形状を有する仏壇であって、該前面の一側にその一
端が回動自在に固定され、該前面の開口を開閉する少なくとも１枚の扉と、前記扉を前記
仏壇の側面に当接するまで回動させるように支持する軸蝶番とを備えたことを特徴とする
。
【０００５】
　また、前記扉には磁石が固定され、前記仏壇の前面には該磁石と吸着しあう磁石が固定
され、前記側面にも前記扉の磁石と吸着しあう磁石が固定されてなることが好ましい。
【０００６】
　また、前記扉には磁石が固定され、前記仏壇の前面には該磁石に吸着される磁性体が固
定され、前記側面にも前記扉の磁石に吸着される磁性体が固定されてなることが好ましい



(3) JP 3160036 U 2010.6.10

10

20

30

40

50

。
【０００７】
　また、前記扉には磁性体が固定され、前記仏壇の前面には該磁性体を吸着する磁石が固
定され、前記側面にも前記扉の磁性体を吸着する磁石が固定されてなることが好ましい。
【０００８】
　また、前記少なくとも１枚の扉が、前記仏壇の前面の一側にその一端が回動自在に固定
された小扉と、該小扉の少なくとも一方の他端側に隣接するように回動自在に接続された
少なくとも１枚の小扉とから構成されたものであることが好ましい。
【考案の効果】
【０００９】
　本考案の仏壇によれば、扉が仏壇の側面に当接するまで開くことができるため、扉を開
いたときのスペースをほとんど必要とせず、仏壇設置スペースを少なくすることができる
。特に、扉が上方に開くように仏壇を設置した場合には、限られた幅しかないスペースに
仏壇を載置したときでも、扉は幅方向ではなく上方向に開くため、扉の開閉が幅によって
制限されず、使い勝手が良い。
【００１０】
　また、扉は磁石の吸着力により安定した閉状態となる一方、開状態では、磁石の吸着力
により側面に当接した状態で着脱自在に固定される。これにより、扉は開状態で安定し、
かさばらず、邪魔にならない。
【００１１】
　さらに、扉を、回動自在に接続された複数の小扉で構成することにより、複数の小扉を
折りたたんだ状態で仏壇の側面に固定することができ、奥行きの浅い仏壇であっても、開
状態の扉は仏壇の後方に突出しない。これによって、奥行きの浅いスペースに適用できる
仏壇とすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本考案の第１の実施の形態による仏壇の概略斜視図である。
【図２】図１の仏壇の模式縦断面図であって、扉の開閉動作を示した説明図である。
【図３】本考案の第２の実施の形態による仏壇の模式縦断面図であって、扉の閉状態を示
した図である。
【図４】図３に対応した図であって、扉の開動作を示した図である。
【図５】図３および図４に対応した図であって、扉の開状態を示した図である。
【考案を実施するための形態】
【００１３】
　本考案の実施の形態に係る仏壇について、添付図面に沿って以下詳細に説明する。
【００１４】
　図１は、本考案の第１の実施の形態による仏壇の概略斜視図であり、図２は、図１の仏
壇の模式縦断面図であって、扉の開閉動作を示した説明図である。
【００１５】
　これらの図に示されるように、仏壇１は、互いに対向する矩形状の側板２ａ、２ｂと、
上面、後面および下面を覆う矩形状の板状体３ａ、３ｂ、３ｃとによって構成され、その
前面のほぼ全体が開口した箱形状を有する木製の構造体である。この側板２ａ、２ｂと板
状体３ａ、３ｃは、仏壇１において前面に対する側面となる。上面となる板状体３ａは、
側板２ａ、２ｂの上端より、少なくとも後述する扉１０の厚さの分は内側に取り付けられ
ており、その結果、側板２ａ、２ｂの上端には縁が形成されている。
【００１６】
　この縁があることによって、後述する扉１０を回動させて上面板状体３ａに当接させる
ことができ、また、その当接時に、扉１０は仏壇１の上面から突出しない。ここで当接と
は、扉１０と板状体３ａとの面同士が対向し、少なくともその一部が接することを意味す
る。なお、仏壇１はほぼ立方体形状を有するが、これに限定されるものではなく、直方体
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や前面から見て台形状のものであっても良い。
【００１７】
　仏壇１の前面の上側には、開口５を開閉する扉１０が取り付けられている。扉１０は矩
形状の木製板状体である。扉１０の一端は、板状体３ａの開口端より前方かつ板状体３ａ
より上側で、後述する軸蝶番によって側板２ａ、２ｂに回動自在に固定されている。また
、仏壇１の底面と扉１０の下端との間には、扉１０を開くための隙間が設けられている。
なお、扉１０は木製のものに限定されるものではなく、金属製または合成樹脂製のもので
あっても良く、金属製の場合、扉１０自体が後述する磁性体の機能を果たすことになる。
【００１８】
　また、扉１０の固定端の反対側の内部には、磁石片１１ａ、１１ｂが埋め込まれている
。磁石片１１ａは扉１０の表面側に固定されており、後述する固定部材２５と吸着しあい
、扉１０を開いた状態すなわち開状態、かつ板状体３ａに当接した状態に維持するための
ものである。磁石片１１ｂは扉１０の裏面側に固定されており、後述する固定部材２０と
吸着しあい、扉１０を、開口５を閉じた状態すなわち閉状態に維持するためのものである
。なお、扉１０を上方に開くように設計した場合、扉１０は重力によって開状態または閉
状態に維持されるため、磁石片１１ａ、１１ｂおよび後述する固定部材２０および固定部
材２５はなくても良い。
【００１９】
　磁石片１１ａ、１１ｂは、フェライト磁石、ネオジム磁石などの永久磁石などの磁石で
あり、固定部材２０や固定部材２５に吸着するものであれば、鉄やマルテンサイト系ステ
ンレス鋼などの磁性体であっても良い。また、磁石片１１ａ、１１ｂは、１つの磁石片と
することもできる。さらに、磁石片１１ａ、１１ｂは扉１０に埋め込まれているが、これ
に限定されるものではなく、扉１０に外付けされるものであっても良い。その位置につい
ても特に制限されず、後述する固定部材２０や固定部材２５の位置と対応して変化するこ
とができる。
【００２０】
　側板２ａ、２ｂの前述した縁の開口端より前方には、その内面に互いに対向するように
軸受けとなる図示しない穴が形成されている。また、扉１０の回動中心には、側板２ａ、
２ｂと対向する側面に、該軸受けとなる穴と対向する位置に図示しない穴が形成されてい
る。この穴には円柱形状の軸部材１５が固定され、固定された軸部材１５は軸受けに係合
されている。この軸部材１５と軸受けとが軸蝶番として機能する。なお、軸部材１５は、
扉１０を貫通する長尺の１つの棒状部材や、鍔付きのものであっても良く、その材質も木
製、金属製または合成樹脂製のものを用いることができる。また、穴は貫通孔であっても
良い。
【００２１】
　本考案において軸蝶番とは、軸を有し、その軸を中心として扉を回動させ、開閉できる
ようにするものを意味し、本実施の形態の軸蝶番や、両片を有するいわゆる蝶番（ヒンジ
）を含むが、これに限定されるものではない。この軸蝶番によって、扉１０は開口５を閉
じるだけでなく、開いたときに板状体３ａに当接するまで開くことができる。また、本実
施の形態の軸蝶番は外部に露出するものではないため、外観に影響を及ぼさない。
【００２２】
　仏壇１の前面の下部には棒状または板状の戸当り１８が取り付けられており、その中央
に固定部材２０が埋め込まれている。この固定部材２０は磁石であり、扉１０の磁石片１
１ｂを吸着して扉１０を閉状態に着脱自在に固定するためのものである。なお、磁石とし
ては、フェライト磁石、ネオジム磁石などの永久磁石を用いることができ、鉄や他の磁性
体とすることもできる。
【００２３】
　仏壇１の板状体３ａには、扉１０が板状体３ａに当接したときの磁石片１１ａに対向す
る位置に、磁石からなる固定部材２５が埋め込まれている。この固定部材２５の吸着力に
よって、扉１０を板状体３ａに当接した状態で着脱自在に固定することができる。なお、
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固定部材２５の磁石としては、固定部材２０と同様のものを用いることができ、鉄や他の
磁性体とすることもできる。
【００２４】
　次に、扉１０の開閉動作について説明する。図２に示されるように、仏壇１において扉
１０は閉状態である。このとき、扉１０の磁石片１１ｂは、仏壇１の前面下部に設けられ
た固定部材２０と吸着しあい、扉１０を仏壇１の前面に着脱自在に固定している。
【００２５】
　この状態から、扉１０を上方、すなわち図２の矢印で示される方向に開くと、扉１０は
、軸蝶番の軸部材１５を中心として回動する。扉１０の回動中心となる軸部材１５は板状
体３ａより上側、かつ板状体３ａの開口端より前方に設けられているため、扉１０は板状
体３ａの上面に当接するまで回動することができる。
【００２６】
　扉１０の回動動作により板状体３ａへの当接が近づくと、板状体３ａに固定された固定
部材２５が扉１０の磁石片１１ａを吸着し、扉１０を板状体３ａに当接した状態で着脱自
在に固定する。これによって、扉１０は開状態で安定し、かさばらず、邪魔にならない。
【００２７】
　図３は、本考案の第２の実施の形態による仏壇の模式縦断面図であって、扉の閉状態を
示した図であり、図４は、図３に対応した図であって、扉の開動作を示した図であり、図
５は、図３および図４に対応した図であって、扉の開状態を示した図である。本実施の形
態による仏壇の構成は先に説明した第１の実施の形態によるものと基本的に同様なので、
以下、相違点を中心に説明する。
【００２８】
　これらの図に示されるように、第２の実施の形態による仏壇１は、奥行きが浅い点が第
１の実施の形態によるものと異なっている。また、扉は、仏壇１の前面の上側にその一端
が軸蝶番によって回動自在に固定された小扉３０ａと、その小扉３０ａの他端に隣接する
ようにヒンジによって回動自在に固定された小扉３０ｂと、その小扉３０ｂに隣接するよ
うにヒンジによって回動自在に固定された小扉３０ｃとから構成されている。扉をこのよ
うに構成することによって、扉を開いて後方に回動させたとき、小扉３０ａ、３０ｂ、３
０ｃを折りたたむことができるので、奥行きの浅い仏壇であっても、板状体３ａに当接し
た開状態の扉が仏壇の後方に突出せず、奥行きの浅いスペースにも不自由なく仏壇を設置
することができる。なお、小扉の枚数は特に制限されず、１枚以上とすることができる。
【００２９】
　また、小扉３０ｃの裏面側には磁石片１１ｂが埋め込まれており、この磁石片１１ｂは
、固定部材２０と吸着しあい、小扉３０ａ、３０ｂ、３０ｃを閉状態で安定させる。一方
、小扉３０ａの表面側には磁石片１１ｃが埋め込まれており、この磁石片１１ｃは、固定
部材２５と吸着しあい、小扉３０ａを板状体３ａに当接した開状態で安定させる。なお、
本実施の形態では、各小扉に、磁石片を埋め込み、開状態における小扉の固定を確実にし
ているが、この磁石片はなくても良い。
【００３０】
　なお、上記各実施の形態では、仏壇の扉は上方に開くものであったが、ここでいう左右
や上下は相対的な関係を示したものにすぎず、側板が地板となるように仏壇を９０度回転
して使用した実施態様や、または、天板が地板となるように仏壇を１８０度回転して扉が
下方に開く実施態様も本考案に含まれるものである。
【符号の説明】
【００３１】
１　仏壇
２ａ、２ｂ　側板
３ａ、３ｂ、３ｃ　板状体
５　開口
１０　扉
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１１、１１ａ、１１ｂ、１１ｃ　磁石片
１５　軸部材
１８　戸当り
２０　固定部材
２５　固定部材
３０ａ、３０ｂ、３０ｃ　小扉

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】
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